
【測量業務】

業務名 ： 公文地区浸水被害防止対策測量設計業務

特 記 仕 様 書

第１（目的･趣旨）
本業務は、琴浦町公文地内において公文地区浸水被害防止対策工事に伴う路線・用地測

量を行うものである。

第２（適用範囲）‥‥（該当しない共通仕様書は削除する）
本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「設計業務共通

仕様書（最終改定年月日）」、「地質･土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」、「鳥取県県

土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」、「工損調査共通仕様書（最終改定年

月日）」、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」によるほか、この特

記仕様書によること。

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

追加 業務内容

測量業務（耕地・平地）

・4級基準点測量 5点

・現地測量 1式

・路線測量 0.35 ㎞

・河川測量 1式

・用地測量 1.5ｋ㎡

１ 109 主任技術者 ３ ・業務経験

１ 110 照査技術者

本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。

なお、照査に当たっては、調査・測量・設計業

務共通仕様書及び監督員の指示によること。

１ 113 打合せ等

本業務における打合せ協議は、下記の主要な区

切りにおいて行うこととし、３回を予定してい

る。

・当初、中間、成果品納品時

なお、業務着手時及び業務完了時には、主任技

術者は立ち会うこと。

１ 115
資料の貸与及び返

却

本業務において必要となる資料については、初

回打合せ時において、双方確認し貸与すること

とする。

１ 116
関係官公庁への手

続き等

関係官公庁等への手続き状況は、以下のとおり

である。

・洗川・・・中部県土整備局維持管理課

なお、これら以外の機関と協議が必要となるこ

とが想定される場合には、速やかに報告するこ

と。

１ 117
地元関係者との交

渉等

関係者了解済

測量前に区長・地権者に連絡

１ 119 成果物の提出

報告書 ２部

内訳

・測量成果簿等 一式

・図面 一式



・原稿、原図 一式（電子データ含む）

追加
業務カルテ登録方

法

追加 電子納品（選択）

追加 他の業務との関連

追加 疑義等
業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、監

督員と協議し、速やかに処理すること。

追加 その他
本業務の履行期間は、契約締結日から令和 6年 3

月 20 日までとする。



【設計業務】

業務名 ： 公文地区浸水被害防止対策測量設計業務

特 記 仕 様 書
第１（目的･趣旨）

本業務は、琴浦町公文地内において公文地区浸水被害防止対策工事に伴う設計業務を行

うものである。

第２（適用範囲）‥‥（該当しない共通仕様書は削除する）

本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「設計業務共通

仕様書（最終改定年月日）」、「地質･土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」、「鳥取県県

土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」、「工損調査共通仕様書（最終改定年

月日）」、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」によるほか、この特

記仕様書によること。

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

追加 業務内容

設計業務

・施設（管路）設計 1式

・河川構造物設計 1式

・下水道移設設計 1式

１ １ 1106 管理技術者 ３

・業務経験

・保有資格及び業務に該当する部門又は専門

分野

１ １ 1107
照査技術者及び照

査の実施
１

本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。

なお、照査にあたっては、「照査設計照査要領」

及び調査職員の指示によること。

１ １ 1110 打合せ等 ２

本業務における打合せ協議は、下記の主要な

区切りにおいて行うこととし、３回を予定し

ている。

・当初、中間、成果品納品時

なお、業務着手時及び業務完了時には管理技

術者は立ち会うこと。

１ １ 1112
資料の貸与及び返

却
１

本業務において必要となる資料については、

初回打合せ時において、双方確認し貸与する

こととする。

１ １ 1113
関係官公庁への手

続き等
１

関係官公庁等への手続き状況は、以下のとお

りである。

・洗川・・・中部県土整備局維持管理課

なお、これら以外の機関と協議が必要となる

ことが想定される場合には、速やかに報告す

ること。

１ １ 1114
地元関係者との交

渉等
２ 関係者了解済

１ １ 1116 成果物の提出 １

報告書 ２部

内訳

・設計報告書等 一式

・図面 一式

・原稿、原図 一式（電子データ含む）

１ ２ 1209 設計業務の条件 １
【設計条件】

打合せ時に確認



１ ２ 1209 設計業務の条件 ９

【建設副産物・リサイクル】

鳥取県建設リサイクル指針、県土整備部リサ

イクル製品使用基準等に基づき、リサイクル

製品、鳥取県認定グリーン商品等の積極的活

用を図ること。

１ ２ 1209 設計業務の条件 11 【コスト縮減】

１ ２ 1211 設計業務の成果 ４
設計図面、数量計算書は、暫定、完成計画ご

とに取りまとめること。

追加 施工上の条件

追加
業務カルテ登録方

法

追加 電子納品（選択）

追加 他の業務との関連

追加 疑義等
業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、

監督員と協議し、速やかに処理すること。

追加 その他
本業務の履行期間は、契約締結日から令和 6

年 3 月 20 日までとする。



【地質･土質調査業務】

業務名 ： 公文地区浸水被害防止対策測量設計業務

特 記 仕 様 書

第１（目的･趣旨）
本業務は、琴浦町公文地内において公文地区浸水被害防止対策工事に伴う地質・土質調査

を行うものである。

第２（適用範囲）‥‥（該当しない共通仕様書は削除する）
本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「設計業務共通

仕様書（最終改定年月日）」、「地質･土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」、「鳥取県県

土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」、「工損調査共通仕様書（最終改定年

月日）」、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」によるほか、この特

記仕様書によること。

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

追加 業務内容

土質調査業務

・土質ボーリング 2本

・現場透水試験 4回

・室内試験 1式

・資料整理取りまとめ 1業務

・断面図等の作成 1業務」

１ 108 管理技術者 ３
・業務経験

・保有資格

１ 109 照査技術者 １

本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。

なお、照査にあたっては、監督員に協議する

こと。

１ 112 打合せ等 ２

本業務における打合せ協議は、下記の主要な

区切りにおいて行うこととし、３回を予定し

ている。

・当初、中間、成果品納品時

１ 114 資料の貸与及び返却 １

本業務において必要となる資料については、

初回打合せ時において、双方確認し貸与する

こととする。

１ 115
関係官公庁への手続

き等
１

１ 116
地元関係者との交渉

等
２ 関係者了解済

１ 118 成果物の提出 １

報告書 ２部

内訳

・報告書等 一式

追加 業務カルテ登録方法

追加 電子納品（選択）



追加 他の業務との関連

追加 疑義等
業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、

監督員と協議し、速やかに処理すること。

追加 その他
本業務の履行期間は、契約締結日から令和 6

年 3 月 20 日までとする。



【用地調査業務】

業務名 ： 公文地区浸水被害防止対策測量設計業務

特 記 仕 様 書

第１（目的･趣旨）
本業務は、琴浦町公文地内において公文地区浸水被害防止対策工事に伴う用地調査を行

うものである。

第２（適用範囲）‥‥（該当しない共通仕様書は削除する）
本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「設計業務共通

仕様書（最終改定年月日）」、「地質･土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」、「鳥取県県

土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」、「工損調査共通仕様書（最終改定年

月日）」、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」によるほか、この特

記仕様書によること。

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

追加 業務内容

用地調査業務

・生産設備調査 1設備

・付帯工作物調査 1箇所

・動産に関する調査 1事業所

・通損に関する調査 2世帯

・打合せ協議 1業務

１ 108 管理技術者 ３
・業務経験

・保有資格

１ 109 照査技術者 １

本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。

なお、照査にあたっては、監督員に協議する

こと。

１ 112 打合せ等 ２

本業務における打合せ協議は、下記の主要な

区切りにおいて行うこととし、３回を予定し

ている。

・当初、中間、成果品納品時

１ 114 資料の貸与及び返却 １

本業務において必要となる資料については、

初回打合せ時において、双方確認し貸与する

こととする。

１ 115
関係官公庁への手続

き等
１

１ 116
地元関係者との交渉

等
２ 関係者了解済

１ 118 成果物の提出 １

報告書 ２部

内訳

・報告書等 一式

追加 業務カルテ登録方法

追加 電子納品（選択）



追加 他の業務との関連

追加 疑義等
業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、

監督員と協議し、速やかに処理すること。

追加 その他
本業務の履行期間は、契約締結日から令和 6

年 3 月 20 日までとする。


